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第３回智頭町議会定例会会議録 

 

令和６年９月１９日開議 

１．議 事 日 程 

 第 １．会議録署名議員の指名 

 第 ２．諸般の報告 

 第 ３．議案第６５号 令和５年度智頭町一般会計歳入歳出決算の認定につ 

            いて 

 第 ４．議案第６６号 令和５年度智頭町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決 

            算の認定について 

 第 ５．議案第６７号 令和５年度智頭町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入 

            歳出決算の認定について 

 第 ６．議案第６８号 令和５年度智頭町公共用地先行取得事業特別会計歳入歳 

            出決算の認定について 

 第 ７．議案第６９号 令和５年度智頭町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の 

            認定について 

 第 ８．議案第７０号 令和５年度智頭町介護保険サービス事業特別会計歳入歳 

            出決算の認定について 

 第 ９．議案第７１号 令和５年度智頭町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

            の認定について 

 第１０．議案第７２号 令和５年度智頭町簡易水道事業会計決算の認定について 

 第１１．議案第７３号 令和５年度智頭町公共下水道事業会計決算の認定につい 

            て 

 第１２．議案第７４号 令和５年度智頭町農業集落排水事業会計決算の認定につ 

            いて 

 第１３．議案第７５号 令和５年度智頭町水道事業会計決算の認定について 

 第１４．議案第７６号 令和５年度智頭町病院事業会計決算の認定について 

 第１５．議案第６４号 専決処分について 

 第１６．議案第７７号 令和６年度智頭町一般会計補正予算（第３号） 

 第１７．議案第７８号 令和６年度智頭町国民健康保険事業特別会計補正予算 

            （第２号） 
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 第１８．議案第７９号 令和６年度智頭町介護保険事業特別会計補正予算（第２ 

            号） 

 第１９．議案第８０号 令和６年度智頭町後期高齢者医療特別会計補正予算（第 

            １号） 

 第２０．議案第８１号 令和６年度智頭町公共下水道事業会計補正予算（第１号） 

 第２１．議案第８２号 令和６年度智頭町農業集落排水事業会計補正予算（第１ 

            号） 

 第２２．議案第８３号 智頭町国民健康保険条例の一部改正について 

 第２３．議案第８４号 智頭町行政手続における特定の個人を識別するための番 

            号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特 

            定個人情報の提供に関する条例の一部改正について 

 第２４．議案第８５号 智頭町教育委員会委員の任命について 

 第２５．議案第８６号 財産の取得について 

 第２６．議案第８７号 令和６年度智頭町一般会計補正予算（第４号） 

 第２７．陳情について 

 第２８．発議第 ６号 持続可能な学校の実現をめざす意見書の提出について 

 第２９．発議第 ７号 少人数学級・教職員定数の改善に係る意見書の提出につ 

            いて 

 第３０．発議第 ８号 国際交流・輝くまちづくり調査特別委員会の設置につい 

            て 

 第３１．閉会中の継続調査の申し出 

 第３２．議員派遣の件 

 

１．会議に付した事件 

 第 １．会議録署名議員の指名 

 第 ２．諸般の報告 

 第 ３．議案第６５号 令和５年度智頭町一般会計歳入歳出決算の認定につ 

            いて 

 第 ４．議案第６６号 令和５年度智頭町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決 

            算の認定について 

 第 ５．議案第６７号 令和５年度智頭町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入 
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            歳出決算の認定について 

 第 ６．議案第６８号 令和５年度智頭町公共用地先行取得事業特別会計歳入歳 

            出決算の認定について 

 第 ７．議案第６９号 令和５年度智頭町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の 

            認定について 

 第 ８．議案第７０号 令和５年度智頭町介護保険サービス事業特別会計歳入歳 

            出決算の認定について 

 第 ９．議案第７１号 令和５年度智頭町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

            の認定について 

 第１０．議案第７２号 令和５年度智頭町簡易水道事業会計決算の認定について 

 第１１．議案第７３号 令和５年度智頭町公共下水道事業会計決算の認定につい 

            て 

 第１２．議案第７４号 令和５年度智頭町農業集落排水事業会計決算の認定につ 

            いて 

 第１３．議案第７５号 令和５年度智頭町水道事業会計決算の認定について 

 第１４．議案第７６号 令和５年度智頭町病院事業会計決算の認定について 

 第１５．議案第６４号 専決処分について 

 第１６．議案第７７号 令和６年度智頭町一般会計補正予算（第３号） 

 第１７．議案第７８号 令和６年度智頭町国民健康保険事業特別会計補正予算 

            （第２号） 

 第１８．議案第７９号 令和６年度智頭町介護保険事業特別会計補正予算（第２ 

            号） 

 第１９．議案第８０号 令和６年度智頭町後期高齢者医療特別会計補正予算（第 

            １号） 

 第２０．議案第８１号 令和６年度智頭町公共下水道事業会計補正予算（第１号） 

 第２１．議案第８２号 令和６年度智頭町農業集落排水事業会計補正予算（第１ 

            号） 

 第２２．議案第８３号 智頭町国民健康保険条例の一部改正について 

 第２３．議案第８４号 智頭町行政手続における特定の個人を識別するための番 

            号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特 

            定個人情報の提供に関する条例の一部改正について 
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 第２４．議案第８５号 智頭町教育委員会委員の任命について 

 第２５．議案第８６号 財産の取得について 

 第２６．議案第８７号 令和６年度智頭町一般会計補正予算（第４号） 

 第２７．陳情について 

 第２８．発議第 ６号 持続可能な学校の実現をめざす意見書の提出について 

 第２９．発議第 ７号 少人数学級・教職員定数の改善に係る意見書の提出につ 

            いて 

 第３０．発議第 ８号 国際交流・輝くまちづくり調査特別委員会の設置につい 

            て 

 第３１．閉会中の継続調査の申し出 

 第３２．議員派遣の件 

 

１．会議に出席した議員（１２名） 

    １番 北 川 貴 将        ２番 仲 井   茎 

    ３番 西 尾 寿 樹        ４番 岡 田 光 弘 

    ５番 宮 本 行 雄        ６番 田 中   賢 

    ７番 谷 口 翔 馬        ８番 波 多 恵理子 

    ９番 岩 本 富美男       １０番 大河原 昭 洋 

   １１番 安 道 泰 治       １２番 谷 口 雅 人 

 

１．会議に欠席した議員（０名） 

 

１．会議に出席した説明員（１５名） 

   町 長   金 兒 英 夫 

   副 町 長   矢 部   整 

   教 育 長   田 中   靖 

   病 院 事 業 管 理 者   葉 狩 一 樹 

   総 務 課 長   國 岡 厚 志 

   企 画 課 長   迎 山 恵 一 

   税務住民課長兼水道課長   西 川 公一郎 

   教 育 課 長   竹 内   学 
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   地 域 整 備 課 長   酒 本 和 昌 

   山 村 再 生 課 長   山 本   進 

   地 籍 調 査 課 長   原 田 誠 之 

   福 祉 課 長   山 本 洋 敬 

   会 計 課 長   前 田 美由紀 

   総 務 課 参 事   國 岡 まゆみ 

   病 院 事 務 部 長   福 安 教 男 

 

１．会議に出席した事務局職員（２名） 

   事 務 局 長   福 安 充 子 

   書 記   山 崎 里 奈 

 

開 会 午前１０時３０分 

 

開 会 あ い さ つ 

 

○議長（谷口雅人）  ただいまの出席議員は１２名であります。定足数に達して

おりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

日程第１．会議録署名議員の指名 

 

○議長（谷口雅人）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、３番、西尾寿樹議員、

４番、岡田光弘議員を指名します。 

 

日程第２．諸般の報告 

 

○議長（谷口雅人）  日程第２、諸般の報告を行います。 

  お手元に配付のとおり、議員派遣及び委員派遣結果報告書が提出されておりま

すので、ご報告いたします。 
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  以上で諸般の報告を終わります。 

 

  日程第３．議案第６５号から日程第１４．議案第７６号まで  １２案 

  一括上程 

○議長（谷口雅人）  日程第３、議案第６５号 令和５年度智頭町一般会計歳入

歳出決算の認定についてから、日程第１４、議案第７６号 令和５年度智頭町病

院事業会計決算の認定についてまでの１２議案を一括して議題とします。 

  この１２議案については、９月９日の本会議において、決算特別委員会に付託

しておりますので、審査の結果について、決算特別委員長の報告を求めます。 

  １１番、安道泰治議員。 

○１１番（安道泰治）  今定例会において、決算特別委員会に付託された議案に

ついての審査結果を報告します。 

  ９月９日の本会議において本委員会に付託された議案第６５号 令和５年度智

頭町一般会計歳入歳出決算の認定について、議案第６６号 令和５年度智頭町国

民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第６７号 令和５年

度智頭町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第

６８号 令和５年度智頭町公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、議案第６９号 令和５年度智頭町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定について、議案第７０号 令和５年度智頭町介護保険サービス事業特別会計

歳入歳出決算の認定について、議案第７１号 令和５年度智頭町後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第７２号 令和５年度智頭町簡易水

道事業会計決算の認定について、議案第７３号 令和５年度智頭町公共下水道事

業会計決算の認定について、議案第７４号 令和５年度智頭町農業集落排水事業

会計決算の認定について、議案第７５号 令和５年度智頭町水道事業会計決算の

認定について、議案第７６号 令和５年度智頭町病院事業会計決算の認定につい

ては、９月９日、１１日、１７日に委員会を、１２日、１３日に委員会の民生分

科会、総務分科会をそれぞれ開き、慎重に審査した結果、妥当なものと認め、原

案のとおり認定すべきものと決定しました。 

  なお、附帯意見として、次のとおり申し添えます。 

  財源や人材の確保は大きな課題となっている。引き続き持続可能な自治体運営

へ向けて努力されたい。また、事務的ミスもないよう、庁舎内でのチェック体制
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強化を確立されたい。 

  以上で報告を終わります。 

○議長（谷口雅人）  決算特別委員長の報告は終わりました。 

  これから、委員長報告に対する質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  以上で、決算特別委員長に対する質疑を終わります。 

  日程第３、議案第６５号 令和５年度智頭町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  この決算に対する委員長報告は認定とするものです。 

  委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

  日程第４、議案第６６号 令和５年度智頭町国民健康保険事業特別会計歳入歳

出決算の認定についての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  この決算に対する委員長報告は認定とするものです。 

  委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

  日程第５、議案第６７号 令和５年度智頭町住宅新築資金等貸付事業特別会計

歳入歳出決算の認定についての討論を行います。 

  討論はありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  この決算に対する委員長報告は認定とするものです。 

  委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

  日程第６、議案第６８号 令和５年度智頭町公共用地先行取得事業特別会計歳

入歳出決算認定についての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  この決算に対する委員長報告は認定とするものです。 

  委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

  日程第７、議案第６９号 令和５年度智頭町介護保険事業特別会計歳入歳出決

算の認定についての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  この決算に対する委員長報告は認定とするものです。 

  委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

  日程第８、議案第７０号 令和５年度智頭町介護保険サービス事業特別会計歳

入歳出決算の認定についての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  この決算に対する委員長報告は認定とするものです。 

  委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

  日程第９、議案第７１号 令和５年度智頭町後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算の認定についての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  この決算に対する委員長報告は認定とするものです。 

  委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

  日程第１０、議案第７２号 令和５年度智頭町簡易水道事業会計決算の認定に

ついての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  この決算に対する委員長報告は認定とするものです。 

  委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

  日程第１１、議案第７３号 令和５年度智頭町公共下水道会計決算の認定につ

いての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 
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  この決算に対する委員長報告は認定とするものです。 

  委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

  日程第１２、議案第７４号 令和５年度智頭町農業集落排水事業会計決算の認

定についての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  この決算に対する委員長報告は認定とするものです。 

  委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

  日程第１３、議案第７５号 令和５年度智頭町水道事業会計決算の認定につい

ての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  この決算に対する委員長報告は認定とするものです。 

  委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

  日程第１４、議案第７６号 令和５年度智頭町病院事業会計決算の認定につい

ての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  この決算に対する委員長報告は認定とするものです。 
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  委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

  日程第１５、議案第６４号 専決処分についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮ります。 

  本案は、原案のとおり承認することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり承認されました。 

 

  日程第１６．議案第７７号から日程第２５．議案第８６号まで  １０案 

  一括上程 

 

○議長（谷口雅人）  日程第１６、議案第７７号 令和６年度智頭町一般会計補

正予算（第３号）から、日程第２５、議案第８６号 財産の取得についてまでの

１０議案を一括して議題とします。 

  日程第１６、議案第７７号 令和６年度智頭町一般会計補正予算（第３号）の

討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 
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  日程第１７、議案第７８号 令和６年度智頭町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第２号）の討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第１８、議案第７９号 令和６年度智頭町介護保険事業特別会計補正予算

（第２号）の討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第１９、議案第８０号 令和６年智頭町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）の討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第２０、議案第８１号 令和６年度智頭町公共下水道事業会計補正予算
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（第１号）の討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第２１、議案第８２号 令和６年度智頭町農業集落排水事業会計補正予算

（第１号）の討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第２２、議案第８３号 智頭町国民健康保険条例の一部改正についての討

論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第２３、議案第８４号 智頭町行政手続における特別の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供
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に関する条例の一部改正についての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第２４、議案第８５号 智頭町教育委員会委員の任命についての討論を行

います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり同意することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり同意されました。 

  日程第２５、議案第８６号 財産の取得についての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第２６．議案第８７号 
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○議長（谷口雅人）  日程第２６、議案第８７号 令和６年度智頭町一般会計補

正予算（第４号）を議題とします。 

  町長に提案理由を求めます。 

  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  このたび追加提案しました議案について、その概要を説明

します。 

  議案第８７号 令和６年度智頭町一般会計補正予算（第４号）については、７

月の豪雨で被災した町道の復旧に関する経費を計上するものです。 

  以上、今回の補正予算額は、４，８６７万５，０００円の増額であり、補正後

の予算総額は、７１億３，６９９万４，０００円となります。 

  詳細については、主管課長をもって説明させますので、よろしく審議いただき

ますようお願いします。 

○議長（谷口雅人）  提案理由の説明は終わりました。 

  これから、議案第８７号の補足説明及び質疑を行います。 

  質疑は、会議規則第５５条の規定により、一問一答で行います。 

  なお、発言時間について、会議規則第５６条の規定により、議長において制限

を設けることがあります。ご承知ください。 

  議案第８７号 令和６年度智頭町一般会計補正予算（第４号）の補足説明を求

めます。 

  國岡総務課長。 

○総務課長（國岡厚志）  補正予算書１ページをご覧ください。 

  議案第８７号 令和６年度智頭町一般会計補正予算（第４号）、歳入歳出の総

額に、４，８６７万５，０００円を増額し、それぞれ７１億３，６９９万４，０

００円とするものであります。 

  まず、歳出についてですが、別に配付をしております令和６年度９月補正予算

概要（追加議案）と補正予算書により説明させていただきますので、併せてご覧

いただきたいと思います。 

  なお、町長の提案理由と重複した説明となる場合がありますが、ご了承くださ

い。 

  土木費の、土木総務費及び災害復旧費の公共土木災害復旧事業では、７月の豪

雨で被災した町道志戸坂線の災害査定が終わり、工事額が確定したため、工事請
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負費、用地購入費、立木補償費などの復旧に要する経費をそれぞれ計上していま

す。 

  歳入につきましては、予算書２ページのとおり、国庫支出金、繰入金及び町債

をもって措置しております。 

  以上で説明を終わります。 

○議長（谷口雅人）  説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  暫時休憩します。 

休 憩 午前１０時５４分 

再 開 午前１０時５７分 

○議長（谷口雅人）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  議案第８７号 令和６年度智頭町一般会計補正予算（第４号）の討論を行いま

す。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第２７．陳情について 

 

○議長（谷口雅人）  日程第２７、陳情についてを議題とします。 

  ９月９日の本会議において、所管の常任委員会に付託した陳情について、審査

が終了した旨報告がありました。 
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  総務常任委員長の審査結果の報告を求めます。 

  ７番、谷口翔馬議員。 

○７番（谷口翔馬）  総務常任委員会における陳情についての審査結果を報告し

ます。 

  ９月９日の本会議において付託を受けた陳情について、９月１３日に委員会を

開き、慎重に審査した結果、陳情第１３号 持続可能な学校の実現をめざす実効

性ある学校の働き方改革、長時間労働是正を求める意見書採択の陳情については

採択、陳情第１４号 ゆたかな学びの実現・教職員定数改善をはかるための、２

０２５年度政府予算に係る意見書採択の陳情については採択、陳情第１５号 年

金積立金の活用で物価上昇を上回る年金引上げを求める意見書提出についての陳

情書は趣旨採択と決定しました。 

  以上で報告を終わります。 

○議長（谷口雅人）  委員長報告は終わりました。 

  これから委員長報告に対する質疑並びに討論を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で、質疑並びに討論を終結し、直ちに採決します。 

  委員長報告は、陳情第１３号は採択、陳情第１４号は採択、陳情第１６号は趣

旨採択です。 

  お諮りします。 

  本案は、委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  異議なしと認めます。 

  よって、本案は、委員長報告のとおり決定しました。 

  次に、民生常任委員長の審査結果の報告を求めます。 

  ５番、宮本行雄議員。 
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○５番（宮本行雄）  民生常任委員会における陳情についての審査結果を報告し

ます。 

  ９月９日の本会議において付託を受けた陳情について、９月１２日に委員会を

開き、慎重に審査した結果、陳情第１２号 町道奥本野々谷線に流出する濁流・

土砂等、排水処理は採択、陳情第１６号 訪問介護費の引き下げ撤回と、介護報

酬引き上げの再改定を早急に行うことを求める陳情書は趣旨採択、陳情第１７号 

現行の保険証とマイナ保険証の選択制を堅持し、現行の保険証を廃止しないよう

国に意見書をあげるよう求める陳情書は趣旨採択と決定しました。 

  以上で報告を終わります。 

○議長（谷口雅人）  委員長報告は終わりました。 

  これから委員長報告に対する質疑並びに討論を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で、質疑並びに討論を終結し、直ちに採決します。 

  委員長報告は、陳情第１２号は採択、陳情第１６号は趣旨採択、陳情第１７号

は趣旨採択です。 

  お諮りします。 

  本案は、委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  異議なしと認めます。 

  よって、本案は、委員長報告のとおり決定しました。 

 

  日程第２８．発議第６号から日程第２９．発議第７号まで  ２案 

  一括上程 

 

○議長（谷口雅人）  日程第２８、発議第６号 持続可能な学校の実現をめざす
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意見書の提出についてから、日程第２９、発議第７号 少人数学級・教職員定数

の改善に係る意見書の提出についてまでの２議案を一括して議題とします。 

  本案については、会議規則第３９条第２項の規定によって、趣旨説明を省略し

たいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  異議なしと認めます。 

  よって、本案については、趣旨説明を省略することに決定しました。 

  日程第２８、発議第６号 持続可能な学校の実現をめざす意見書の提出につい

ての質疑並びに討論を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で、質疑並びに討論を終結し、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  異議なしと認めます。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第２９、発議第７号 少人数学級・教職員定数の改善に係る意見書の提出

についての質疑並びに討論を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で、質疑並びに討論を終結し、直ちに採決します。 



－１２０－ 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  異議なしと認めます。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第３０．発議第８号 

 

○議長（谷口雅人）  日程第３０、発議第８号 国際交流・輝くまちづくり調査

特別委員会の設置についてを議題とします。提出者の説明を求めます。 

  ７番、谷口翔馬議員。 

○７番（谷口翔馬）  発議第８号 国際交流・輝くまちづくり調査特別委員会の

設置について。 

  本町と友好提携を結んでいる韓国楊口郡を訪問し、円滑な国際交流と国際的視

野を広め、輝くまちづくりを推進するため、地方自治法第１０９条及び智頭町議

会委員会条例第５条の規定により、輝くまちづくり調査特別委員会を設置し、事

務事業の調査を行うため発議する。 

  調査項目は、地方議会、自治体制度について、楊口郡におけるまちづくりにつ

いて。委員の定数は１２人、調査地は、大韓民国楊口郡、本調査に要する経費は

予算の範囲内とする。調査期間は調査終了までとし、議会閉会中も継続して調査

を行うものとするが、おおむね１０月８日から１０月１１日とする。 

  以上で説明を終わります。 

○議長（谷口雅人）  説明は終わりました。 

  これから、質疑並びに討論を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で、質疑並びに討論を終結します。 



－１２１－ 

  これから、発議第８号 国際交流・輝くまちづくり調査特別委員会の設置につ

いてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  異議なしと認めます。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  暫時休憩します。 

休 憩 午前１１時０８分 

再 開 午前１１時０８分 

○議長（谷口雅人）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  お諮りします。 

  ただいま設置されました国際交流・輝くまちづくり調査特別委員会の委員の選

任については、委員会条例第６条第４項の規定により、お手元に配付の名簿のと

おり指名したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  異議なしと認めます。 

  よって、手元に配付の名簿のとおり選任することに決定しました。 

  暫時休憩します。 

休 憩 午前１１時０９分 

再 開 午前１１時０９分 

○議長（谷口雅人）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  国際交流・輝くまちづくり調査特別委員会の互選の結果、正・副委員長が決ま

りましたので、ご報告します。 

  委員長に谷口翔馬議員、副委員長に宮本行雄議員、以上のとおりです。 

  なお、本案は、委員長より、調査終了まで閉会中の継続調査の申出があります。 

  お諮りします。 

  委員長の申出のとおり、調査終了まで閉会中の継続調査とすることにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 



－１２２－ 

○議長（谷口雅人）  異議なしと認めます。 

  よって、本案は、委員長の申し出のとおり、調査終了までの閉会中の継続調査

とすることに決定しました。 

 

日程第３１．閉会中の継続調査の申し出 

 

○議長（谷口雅人）  日程第３１、閉会中の継続調査の申し出を議題とします。 

  総務常任委員会、民生常任委員会、議会広報広聴常任委員会、議会運営委員会

の各委員長から、会議規則第７５条の規定により、閉会中の継続調査の申し出が

出されております。 

  お諮りします。 

  各委員長の申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  異議なしと認めます。 

  よって、各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しま

した。 

 

日程第３２．議員派遣の件 

 

○議長（谷口雅人）  日程第３２、議員派遣の件を議題とします。 

  お諮りします。 

  議員派遣については、会議規則第１２０条の規定により、お手元に配付した資

料のとおり派遣したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  異議なしと認めます。 

  よって、お手元に配付した資料のとおり、議員派遣することに決定しました。 

  以上で、本日の会議は全部終了しました。 

  会議を閉じます。 

  令和６年第３回智頭町議会定例会を閉会します。 

 



－１２３－ 

閉 会 午前１１時１２分 



－１２４－ 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により次に署名する。 

 

  令和６年９月１９日 

 

                智頭町議会議長  谷  口  雅  人 

 

                智頭町議会議員  西  尾  寿  樹 

 

                智頭町議会議員  岡  田  光  弘 


